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山辺・県北西部広域環境衛生組合議会 



( １ ） 

令和２年５月２５日（月曜日）午後２時３９分 開会 

 

○議事日程 

 日程第 １ 選挙案第１号 議会議長の選挙について 

 日程第 ２ 選挙案第２号 議会副議長の選挙について 

 日程第 ３ 同意案第１号 山辺・県北西部広域環境衛生組合監査委員の選任 

              につき同意を求めることについて 

 日程第 ４ 同意案第２号 山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委員会の委 

              員の選任につき同意をもとめることについて 

       同意案第３号 山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委員会の委 

              員の選任につき同意を求めることについて 

       同意案第４号 山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委員会の委 

              員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第 ５ 議案第２号  令和２年度山辺・県北西部広域環境衛生組合一般 

              会計補正予算（第１号） 

 日程第 ６ 承認案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

 

○会議に付した事件 

日程第１から日程第６まで 

 

○出席議員（１２名） 

 １番  泉 尾 安 廣     ２番  植 田 龍 一 

    （大和高田市議会）       （大和高田市議会） 

 ３番  大 橋 基 之     ４番  榎 堀 秀 樹 

    （天 理 市 議 会）       （天 理 市 議 会） 

 ５番  福 井 新 成     ６番  高 岡   進 

    （山 添 村 議 会）       （三 郷 町 議 会） 

 ７番  大 星 成 司     ８番  伊 藤 彰 夫 

    （安 堵 町 議 会）       （川 西 町 議 会） 

 ９番  瀬 角 清 司    １０番  東   充 洋 

    （三 宅 町 議 会）       （上 牧 町 議 会） 

 １１番  青 木 義 勝    １２番  大 西 孝 幸 

     （広 陵 町 議 会）       （河 合 町 議 会） 

 



( ２ ） 

欠席議員なし 

 

○出席理事者 

 管 理 者  並 河   健   副管理者  堀 内 大 造 

      （天 理 市 長）        （大和高田市長） 

 副管理者  西 本 安 博   理 事  森 中 利 也 

      （安 堵 町 長）        （山 添 村 長） 

 理 事  森   宏 範   理 事  竹 村 匡 正 

      （三 郷 町 長）         (川 西 町 長) 

 理 事  森 田 浩 司   理 事  今 中 富 夫 

      （三 宅 町 長）         （上 牧 町 長） 

 理 事  山 村 吉 由   理 事  清 原 和 人 

      （広 陵 町 長）         （河 合 町 長） 

 事 務 局  川 口 昌 克   事 務 局  山 村 徹 也 

 （事務局長）         （総務課長） 

 事 務 局  欅 田 輝 生   事 務 局  山 下 知 一 

 （施設建設課長）       （課長補佐） 

 

欠席者なし 

 

○議会事務局職員 

 事務局長  藪 内 康 裕   書  記  寺垣内 正 典 

 書  記  寺 園 理 沙 

 

 

開会 午後 ２時３９分 

 

○藪内事務局長 本日は、令和２年度最初の山辺・県北西部広域環境衛生組合議

会でございますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定

により、年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。よって、出

席議員中、広陵町議会から選出の青木義勝議員に臨時議長の職務を行っていただ

きたいと存じます。 

 それでは、青木義勝議員、よろしくお願いいたします。 

(臨時議長 議長席に着席） 



( ３ ） 

○青木臨時議長 それでは、ただいま御紹介いただきました最年長の青木でござ

います。 

 地方自治法第１０７条の規定により、私が臨時議長の職務を行います。よろし

くお願いします。 

 それではただいまより、令和２年第１回山辺・県北西部広域環境衛生組合議会

臨時会を開会いたします。管理者より臨時会招集についての御挨拶があります。 

○並河管理者 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日、ここに令和２年第１回山辺・県北西部広域環境衛生組合議会臨時会を招

集いたしましたところ、議員各位におかれましては御多用の中、御出席を賜り厚

く御礼を申し上げます。 

 今年度の事業といたしましては、本来であればエネルギー回収型廃棄物処理施

設について、令和２年４月２７日に落札事業者が決定したことにより、今後契約

に向けての事務を進めていくための補正予算を本臨時会で計上する予定でござい

ましたが、落札事業者が労働安全衛生法違反により書類送検されたことに伴いま

して、天理市において指名停止の措置をとったことから落札事業者の決定を取り

消す事務処理を進めておりますので、本件については予算計上を見送らせていた

だきました。また、マテリアルリサイクル推進施設についても、奈良県が示した

家屋等倒壊氾濫想定区域の影響により一旦事業を停止しており、今後両施設につ

いて改めて再入札を行い、稼働時期が同時期となるように計画し、事業の進捗を

図ってまいる所存でございます。 

 さて、本臨時会には議会の役選、一般会計補正予算案等、いずれも重要な議案

の審議が予定されておりますので、何とぞ慎重な御審議をお願い申し上げまして、

簡単ではございますが開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○青木臨時議長 ありがとうございました。 

 それでは、現在の出席議員は１２名で議会は成立いたしました。臨時議長とし

ての本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

 仮議席の指定をいたします。仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いたしま

す。 

 

日程第１ 選挙案第１号 議会議長の選挙について 

○青木臨時議長 日程第１、選挙案第１号、議会議長の選挙についてを議題とい

たします。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項



( ４ ） 

の規定により指名推選で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○青木臨時議長 御異議がないと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行

うことといたします。 

 お諮りいたします。指名方法につきましては、臨時議長において指名すること

にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○青木臨時議長 御異議がないと認めます。よって、指名方法については、臨時

議長において指名することといたします。 

 議会議長に、天理市議会から選出の大橋基之議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました大橋基之議員を議会議長の当選

人と定めることに御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○青木臨時議長 御異議がないと認めます。よって、大橋基之議員が議会議長に

当選されました。ただいま議会議長に当選されました大橋基之議員が議場におら

れますので、本席から山辺・県北西部広域環境衛生組合議会会議規則第３１条第

２項の規定により、当選告知をいたします。 

 議会議長に当選されました大橋基之議員から就任の御挨拶があります。 

○大橋議長 ただいま皆様の御推挙により組合議会議長に就任いたしました、天

理市議会の大橋でございます。よろしくお願いいたします。 

昨今、厳しい状況の中、本当にこの職責は重責であるという思いでございます。

いろいろ問題点はございますが、しっかりと令和７年度の稼働に向かって組合議

員全員の協力の下、住民の皆様方の負託に応えられるよう、また議会全員と議会

運営をスムーズに行えるよう、しっかりと進めていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 今回のコロナウイルス感染症の中で、奈良県ではお亡くなりになった方が２名

おられます。本当に心より御冥福をお祈り申しますとともに、まだ治療に専念さ

れている方がおられる中で、各市町村ではまだまだ対策が進められています。こ

れからの各市町村の対応が、本当に住民の皆様方の期待に応え、コロナが収束に

向うための重要な方向性だと思っております。 

最後になりましたが、この山辺・県北西部広域環境衛生組合のさらなる発展を

願い、本当に住民の負託に応えられますようしっかりと邁進してまいる所存でご

ざいますので、今後とも、御指導・御鞭撻の程、よろしくお願いするとともに、

このたび就任いたしましたお礼と、そしてまたこれからもしっかりとこの形をつ



( ５ ） 

くっていき、１０市町村が力を合わせて奈良県モデルを成功させ、そして日本全

国に知らせるような形にしたいとも思っておりますので、各市町村の首長様方に

はいろいろな思いもありますでしょうが、しっかりと情報共有をしながら頑張っ

ていきたいと思っております。 

議会と行政は両輪でございますので、その両輪をフルに活用しながら形をつく

っていき、令和７年の稼働に向けてしっかり邁進していきたいという所存でござ

いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございます。（拍手） 

○青木臨時議長 それでは、新議長と交代いたします。御協力、ありがとうござ

いました。 

(新議長 議長席に着席） 

 

○大橋議長 しばらく休憩いたします。 

（議事日程 配布） 

 

午後 ２時５０分 休憩 

――――――――――――― 

午後 ２時５１分 再開 

 

 議席の指定 

○大橋議長 休憩前に引き続き、会議をいたします。 

 議席の指定を行います。 

 議席は、山辺・県北西部広域環境衛生組合議会会議規則第３条第１項の規定に

より、議長より指定いたします。議席は、ただいま御着席の議席を指定いたしま

す。 

会期の件についてお諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日限りといたし

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いた

しました。 

山辺・県北西部広域環境衛生組合議会会議規則第７１条の規定により、会議録

署名議員を指名いたします。１２番大西孝幸議員、２番植田龍一議員、以上２名

の方にお願い申し上げます。 

 



( ６ ） 

日程第２ 選挙案第２号 議会副議長の選挙について 

○大橋議長 日程第２、選挙案第２号、議会副議長の選挙についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項

の規定により指名推選で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とといたします。 

 お諮りいたします。指名方法につきましては、議長において指名することにい

たしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、指名方法については議長におい

て指名することといたします。議会副議長に、大和高田市議会から選出の泉尾安

廣議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました泉尾安廣議員を議会副議長の当

選人と定めることに御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、泉尾安廣議員が議会副議長に当

選されました。ただいま議会副議長に当選されました泉尾安廣議員が議場におら

れますので、本席から山辺・県北西部広域環境衛生組合議会会議規則第３１条第

２項の規定により、当選告知をいたします。議会副議長に当選されました泉尾安

廣議員から就任の御挨拶がございます。 

○泉尾副議長 ただいま皆様方の御総意をもちまして、本組合議会の副議長に就

任させていただくことになりました、大和高田市の泉尾でございます。就任の御

挨拶をさせていただくに当たり、本組合議会の重要性と責任の重さを改めて痛感

しているところでございます。今後は、皆様方の御支援・御鞭撻を頂きながら、

本組合議会が円滑に運営されるように議長を支え、補佐してまいる所存でござい

ます。簡単ではございますが、副議長就任に当たっての御挨拶とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

日程第３ 同意案第１号 山辺・県北西部広域環境衛生組合監査委員の選任につ 

            き同意を求めることについて 

○大橋議長 日程第３、同意案第１号、山辺・県北西部広域環境衛生組合監査委

員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 



( ７ ） 

本案については、瀬角清司議員の一身上に関する事件であると認められますの

で、地方自治法第１１７条の規定により９番、瀬角清司議員の退場を求めます。 

(瀬角清司議員 退席） 

○大橋議長 ただいま上程になりました同意案については、朗読を省略して直ち

に提案者の説明を求めます。 

○並河管理者 ただいま上程されました同意案第１号、山辺・県北西部広域環境

衛生組合監査委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を御説明い

たします。 

 本案は、三宅町選出の瀬角清司議員を本組合監査委員にお願いしたいと考えて

おります。よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○大橋議長 ただいま提案者より説明があったとおりであります。本同意案に対

し、御意見等ございますか。 

(「なし」の声あり） 

○大橋議長 別に御意見がなければ、本同意案を原案どおり同意することに御異

議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、本同意案を原案どおり同意する

ことに決しました。 

９番、瀬角清司議員の入場を許します。 

(瀬角清司議員 着席） 

 

日程第４ 同意案第２号 山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委員会の委員の 

            選任につき同意を求めることについて 

     同意案第３号 山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委員会の委員の 

            選任につき同意を求めることについて 

     同意案第４号 山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委員会の委員の 

            選任につき同意を求めることについて 

○大橋議長 日程第４、同意案第２号、山辺・県北西部広域環境衛生組合公平委

員会の委員の選任につき同意を求めることについてほか、同意案第３号及び第４

号を一括議題といたします。 

 ただいま上程になりました３件の同意案については、朗読を省略して直ちに提

案者の説明を求めます。 

○並河管理者 ただいま上程されました同意案第２号、山辺・県北西部広域環境

衛生組合公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてから同意案第



( ８ ） 

３号、同意案第４号までの３案について、一括して提案理由を御説明したいと存

じます。 

 本３件の案は、組合発足当初から組合公平委員会委員を務めていただいており

ます橋本武志氏、西本祥子氏、戸田忠志氏を引き続いて本組合公平委員会委員に

お願いしたいと考えているものでございまして、よろしく御同意賜りますようお

願い申し上げます。 

○大橋議長 ただいま提案者より説明があったとおりであります。本３件の同意

案に対し、御意見等ございませんか。 

(「なし」の声あり） 

○大橋議長 別に御意見がなければ、本３件の同意案は原案どおり同意すること

に御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、本３件の同意案を原案どおり同

意することに決しました。ただいま同意いたしました各氏より御挨拶がございま

す。 

○瀬角議員 このたび山辺・県北西部広域環境衛生組合議会選出の監査委員とし

て御同意をいただきました、三宅町議会選出の瀬角清司と申します。今後は全力

を挙げて職務に取り組む所存でございますので、どうぞ皆様方の御指導・御鞭撻

のほどをよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが御同意をい

ただきましたお礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。（拍手） 

○橋本公平委員 ただいま本組合公平委員会委員の選任につきまして御同意を賜

りました、橋本武志と申します。委員を代表いたしまして一言、御礼の御挨拶を

申し述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

西本委員と戸田委員とともに、平成２８年７月１９日から組合公平委員会の委

員をさせていただいてまいりました。今般、引き続き組合公平委員会委員を仰せ

つかったところでございまして、もとより浅学非才の身ではございますけれども、

議員の皆様方の御指導を賜りながら精いっぱいこの委員会の事務を全うさせてい

ただきたいと、かように存じておりますのでよろしくお願い申し上げるところで

ございます。甚だ簡単ではございますけれども、本日御同意を賜りました御礼の

御挨拶とさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。本当にありがと

うございます。（拍手） 

 

日程第５ 議案第２号 令和２年度山辺・県北西部広域環境衛生組合一般会計補 

           正予算（第１号）について 



( ９ ） 

○大橋議長 日程第５、議案第２号、令和２年度山辺・県北西部広域環境衛生組

合一般会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 ただいま上程になりました議案については、朗読を省略して直ちに提案者の説

明を求めます。 

○並河管理者 ただいま上程されました議案第２号、令和２年度山辺・県北西部

広域環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 一般会計補正予算書の表紙をご覧いただきたいと存じます。令和２年度山辺・

県北西部広域環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるとおりで

ございます。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ４，６１１万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３億３，４３４万９，０００円と定めるものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款・項の区分、及び当該区分ごとの金額、並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によるものでござい

ます。 

 次に債務負担行為でございますが、第２条、地方自治法第２１４条の規定によ

りまして債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表の債

務負担行為によるものでございます。それでは、歳入から御説明申し上げますの

で２ページをご覧いただきたいと存じます。第１款、分担金及び負担金、第１項

負担金でございますが、補正前の額が３億５，１５６万９，０００円、補正額が

２，８１４万１，０００円の減で、補正後の額は３億２，３４２万８，０００円

でございます。 

 続きまして第２款、国庫支出金、第１項、国庫補助金、補正前の額が２，５８

８万７，０００円、補正額が１，７９７万円の減でございまして、補正後の額は

７９１万７，０００円でございます。歳入合計は補正前の額が３億８，０４６万

円、補正額が４，６１１万１，０００円の減で、補正後の合計額は３億３，４３

４万９，０００円でございます。 

 続きまして歳出を御説明いたしますので、３ページをご覧いただきたいと存じ

ます。第３款、事業費、第１項、清掃費、補正前の額が１億１，４５７万７，０

００円、補正額が４，６１１万１，０００円の減、補正後の額が６，８４６万６，

０００円となり、歳出合計は補正前の額が３億８，０４６万円、補正額が４，６

１１万１，０００円の減で、補正後の合計額は３億３，４３４万９，０００円で

ございます。詳細につき御説明申し上げますので、６ページをご覧いただきたい

と存じます。 

 第３款、事業費、第１項、清掃費、第１目、償却費、補正前の額が５，３１２
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万２，０００円、補正額が２，８４１万９，０００円の減で、この金額はエネル

ギー回収型廃棄物処理施設建設工事が落札事業者の指名停止により一旦停止とな

ったことに伴います、設計施工管理業務委託料の減額分となっております。補正

後の額が２，４７０万３，０００円でございます。 

 続きまして第２目、粗大リサイクル費、補正前の額が６，１４５万５，０００

円、補正額が１，７６９万２，０００円の減で、この金額はマテリアルリサイク

ル推進施設建設事業が一旦停止となったことに伴う設計施工管理業務委託料の減

額と、新施設整備等発注支援業務の工期延長に伴います変更契約による委託料の

増額、こちらは、マテリアルリサイクル推進施設建設工事の停止を受けて、改め

て要求水準書等の作成から落札事業者の決定までを行う必要があることから現在

のコンサル会社と変更契約を締結するための増額分となっております。 

 最後に用地調査業務委託料の増額でありますが、マテリアルリサイクル推進施

設の建設予定地が氾濫想定区域に入ることから、当初よりも建物が南に寄ること

により、１軒の民家に接近することとなります。今後移転等の可能性があること

から調査を実施する委託料による増額分でございまして、補正後の額は４，３７

６万３，０００円となり事業費歳出合計額は補正前の額が１億１，４５７万７，

０００円、補正額が４，６１１万１，０００円の減、補正後の合計額は６，８４

６万６，０００円となっております。 

 続きまして、債務負担行為について御説明申し上げますので７ページをご覧く

ださい。第２表、債務負担行為事項として新ごみ処理施設整備運営事業、マテリ

アルリサイクル推進施設建設に伴う新施設整備等発注支援業務委託でございます。

期間は令和３年度で、限度額は２８４万７，０００円でございます。 

 以上で令和２年度山辺・県北西部広域環境衛生組合会計補正予算（第１号）の

説明とさせていただきます。補正予算の議案については以上でございますので、

何とぞ慎重な御審議を賜り、御承認くださいますようお願い申し上げます。 

○大橋議長 予算書と少し金額が異なっているところがあり、補正額に誤りがあ

りますのでもう一度お願いいたします。 

○並河管理者 大変失礼いたしました。お手元にお配りしている予算書に基づき

まして、時間をお取りして誠に恐縮でございますが、もう一度御説明させていた

だきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 議案第２号、令和２年度山辺・県北西部広域環境衛生組合一般会計補正予算

（第１号）についてでございますが、まず表紙からよろしくお願いを申し上げま

す。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出予算それぞれ４，６１１万１，００
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０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、ちょっとおかしいな。 

 

○大橋議長 一旦休憩いたします。１５時２０分から再開いたします。よろしく

お願いいたします。 

午後 ３時０９分 休憩 

――――――――――――― 

午後 ３時１８分 再開 

 

○大橋議長 休憩前に引き続き、会議をいたします。 

 改めまして日程第５、議案第２号、令和２年度山辺・県北西部広域環境衛生組

合一般会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。ただいま上程にな

りました議案については、朗読を省略して直ちに提案者の説明を求めます。 

○並河管理者 大変失礼いたしました。それでは改めまして議案第２号、令和２

年度山辺・県北西部広域環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）について御説

明させていただきます。補正予算書の表紙をご覧いただきたいと存じますが、歳

入歳出予算の補正、第１条でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ１，７６９万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３億６，２７６万８，０００円に定めるものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款・項の区分、及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表の歳入歳出予算補正によるものでござい

ます。 

 それでは、歳入から御説明申し上げますので２ページをご覧ください。 

 第１款、分担金及び負担金の第１項、負担金でございますが、補正前の額が３

億５，１５６万９，０００円でございます。補正額が９１５万９，０００円の減

でございますので、補正後の額は３億４，２４１万円でございます。 

 続きまして、第２款、国庫支出金、第１項、国庫補助金でございますが、補正

前の額が２，５８８万７，０００円でございまして、補正額が８５３万３，００

０円の減でございます。補正後の額が１，７３５万４，０００円となり、歳入合

計は補正前の額が３億８，０４６万円、補正額が１，７６９万２，０００円の減

でございますので、補正後の合計額は３億６，２７６万８，０００円でございま

す。 

 続きまして、歳出を御説明いたしますので３ページをご覧いただきたいと存じ

ます 

 第３款、事業費、第１項、清掃費、補正前の額が１億１，４５７万７，０００
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円でございまして、補正額が１，７６９万２，０００円の減、補正後の額が９，

６８８万５，０００円となります。歳出合計は補正前の額が３億８，０４６万円、

補正額が１，７６９万２，０００円の減でございますので、補正後の合計額は３

億６，２７６万８，０００円でございます。 

 続きまして第２目の粗大リサイクル費、補正前の額でございますけれども粗大

リサイクル費、こちらが６，１４５万５，０００円、補正額が１，７６９万２，

０００円の減でございまして、この金額はマテリアルリサイクル推進施設建設事

業が一旦停止となったことに伴います設計施工管理業務委託料の減額と、新施設

整備等発注支援業務の工期延長に伴う変更契約による委託料の増額、こちらはマ

テリアルリサイクル推進施設建設工事の停止を受けて改めて要求水準書等の作成

から落札事業者の決定までを行う必要があることから、現在のコンサル会社と変

更契約を締結するための増額分となっております。 

 最後に、用地調査業務委託料の増額でありますが、マテリアルリサイクル推進

施設の建設予定地が氾濫想定区域に入ることから、当初よりも建物が南に寄るこ

とによりまして、１軒の民家に接近することにより、今後の移転等の可能性があ

ることから調査を実施する委託料による増額分でございまして、こちら、補正後

の額が４，３７６万３，０００円でございます。それで、事業費歳出合計額は補

正前の額が１億１，４５７万７，０００円、補正額が１，７６９万２，０００円

の減でございますので、補正後の合計額が９，６８８万５，０００円となってお

ります。 

 続きまして、債務負担行為について御説明申し上げますので７ページをご覧い

ただきたいと存じます 

 こちらの事項としては新ごみ処理施設整備運営事業、マテリアルリサイクル推

進施設建設に伴う新施設整備等発注支援業務委託でございまして、期間は令和３

年度、限度額が２８４万７，０００円でございます。以上で令和２年度山辺・県

北西部広域環境衛生組合一般会計補正予算（第１号）の説明とさせていただきま

す。何度も数字について訂正がございまして、大変失礼いたしました。 

○大橋議長 ただいま提案者より再度、説明があったとおりであります。本議案

に対し、質疑等ございませんか。 

(「なし」の声あり） 

○大橋議長 別に質疑がなければ、本議案を原案どおり決定することにいたした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、本議案は原案どおり可決確定い
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たしました。 

 

日程第６ 承認案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

○大橋議長 日程第６、承認案第１号、専決処分の承認を求めることについてを

議題といたします。 

 ただいま上程になりました承認案については、朗読を省略して直ちに提案者の

説明を求めます。 

○並河管理者 平成２９年６月９日に地方自治法等の一部を改正する法律が公布

されたことに伴いまして、山辺・県北西部広域環境衛生組合監査委員に関する条

例の一部改正を令和２年３月２日付で専決処分により行ったことによるものでご

ざいます。よろしく御承認を賜りますようお願い申し上げます。 

○大橋議長 ただいま提案者より説明があったとおりであります。本承認案に対

し、質疑等はございませんか。 

(「なし」の声あり） 

○大橋議長 別に質疑がなければ、本承認案を原案どおり承認することにいたし

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、本承認案は原案どおり承認する

ことに決しました。 

 

○大橋議長 お諮りいたします。 

  以上で、提出議案を議了いたしましたので、本臨時会はこれをもって閉じる

ことにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

(「異議なし」の声あり） 

○大橋議長 御異議がないと認めます。よって、これをもって本臨時会を閉会い

たします。 

 令和２年第１回山辺・県北西部広域環境衛生組合議会臨時会の閉会に当たり、

一言御挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、終始熱心に御審議を賜るとともに、議会運営に御

協力を賜り、厚くお礼を申し上げまして閉会の御挨拶といたします。管理者より

御挨拶があります。 

○並河管理者 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 令和２年第１回山辺・県北西部広域環境衛生組合臨時会を招集いたしましたと

ころ、議員各位におかれましては終始熱心な御審議を賜り、厚く御礼を申し上げ
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ます。提出いたしました議案につきましては途中錯誤がございましたけれども、

改めて御説明申し上げました補正予算案を含め、全て原案どおり御議決を賜りま

して誠にありがとうございました。なお、議員各位より賜りました御意見・御要

望等、十分尊重いたしまして今後も努力をしてまいる所存でございます。私ども

といたしましては今回、エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイク

ル推進施設につきまして、一旦入札を停止し、もう一度仕切り直しという状況に

なりましたが、これまでも地元の皆様方の理解を得ながら、そして１０市町村に

とって最も重要な生活に密着した事業であるごみ処理事業を円滑に進めていく使

命は何ひとつ変わらないわけでございまして、引き続き公平性、そして競争性、

透明性を確保する形で改めて入札を行っていく中で、令和７年当初の稼働を目指

し全力を尽くしていきたいと考えておりますので、議員各位の御協力を心からお

願い申し上げまして閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。誠にありが

とうございました。 

 

閉会 午後 ３時２９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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